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平成 29 年度 社会福祉法人 日田市社会福祉協議会事業計画 
 

 

<基本方針>   
 

 

 本年４月から社会福祉法人制度改革を柱とする改正社会福祉法が施行されます。 

 法改正の主旨は、社会福祉法人における公益性・非営利性の徹底、地域社会へ 

の貢献、国民に対する説明責任を基本視点に、経営ガバナンス（組織の内部統制） 

を強化して、事業経営の透明性や公益性の向上を目指すものとなっています。 

 こうしたなか、本会でも今年度から新たな定款や規程に基づいた評議員等の選 

任、会計情報・役員報酬等の情報公開、社会福祉充実計画の策定による地域公益 

事業の実施など具体的な対応を進めてまいります。 

 また、事業面では生活支援を主眼に、買い物支援や成年後見制度の理解と啓発 

に向けた事業など、日常生活で支援を必要とする方々への有用な福祉サービスを 

企画し、地域で安心して共生できるまちづくりに取り組みます。 

 一方、事業収入の多くを占める介護サービス事業や保育園などの指定管理事業 

では、利用者の減少による大幅な減収が見込まれます。さらに寄附金の減少傾向 

も続き、事業活動の収支予測は大変厳しいものとなっています。日々の経費節減 

等による効率的な事業運営に取り組み、経営の改善を推し進めます。 

 職員体制では年齢構成の過渡期にあり、必要な人材を確保するとともに、業務 

能力の向上と法令遵守に精励してまいります。 

  本年度も、地域福祉を推進していく中核的な組織としてその役割を自覚し、地 

 域の期待に応えることが出来る法人経営に取り組んでまいります。 

 

 

  重点目標  ① 買い物支援事業のモデル実施 

        ② 市民後見を啓発するための講演会の開催 
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Ⅰ．会務の運営（法人運営部門） 

 

事 業 名 説      明 

 

① 役員会等の開催 

 

会務の適切な運営に向けて経営方針の決定、事業の執行を図るために役員会

等を開催する 

１.理事会  （業務執行機関） 

２.評議員会 （議決機関） 

３.評議員選任・解任委員会 

 

② 各種会議等の開催 

 

事業の効率的な執行を図るために、次の会議を開催する 

１.支所長会議  

２.地区社協会長会議 

３.地区社協事務局長会議     

４.職員衛生委員会   

５.その他必要な会議 

 

③ 役職員の研修 各種研修会の実施と外部研修への参加、資格取得の奨励 

１.役員研修会 

２.職員研修会 （分野別研修会、人権学習会、災害支援等） 

３.資格取得経費の一部助成  

 

④ 適正な事業運営 

 

 

 

 

 

 

          新 

効率的な法人経営 

１.職員の適正配置 （保育・介護関連事業及びその他指定管理事業に 

           おける配置基準の遵守） 

２.福祉サービス等改善向上委員会の開催  

３.職員採用試験の実施 ＊30年度採用 

４.社会福祉充実計画の策定（余裕財産の公益的な取組みへの再投下） 

 

⑤ 法人経営の透明化 

           

 

 

          新 

事業活動の透明性 

１.社会福祉法人会計基準の遵守、正確な財務管理と会計報告  

２.広報誌、ホームページによる経営状況の公表 

３.定款、役員等に関する報酬等の支給基準、計算書類（収支計算書及び 

  貸借対照表）、現況報告書、事業計画書・事業報告書等の開示 
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Ⅱ．地域における福祉推進のための事業（地域福祉活動推進部門） 

 各種事業を計画的に推進していくための指針として策定した地域福祉活動計画に基づいて、 

各種事業に取組みます。本年度は地域生活を支援する取り組みの一つとして、買い物支援事業 

のモデル実施、市民後見講座の開催などを計画しています。 

 

事 業 名 説      明 

① 地域福祉活動推進事業 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           新 

 

           新 

           新 

１.各地区社協における活動について、研修や情報交換等を行うとともに

助成金を交付して運営と活動を支援する。 

・ミニデイサービス（高齢者等の寄合場所）・ネットワーク活動 

  ・子育てサロン    ・会食交流会   ・福祉委員活動  

   ・ふれあい型配食サービス 

２.福祉委員研修会の開催 6/17(土) 日田、大山会場 

３.住民参加型福祉サービスへの支援（ハートクラブ） 

４.1支所 1事業の推進   

  ・前津江支所  高齢者宅訪問事業 

  ・中津江支所  出張教室 

  ・上津江支所  高齢者宅訪問事業 

  ・大山支所   有償生活支援ボランティア 

  ・天瀬支所   有償生活支援ボランティア 

５.地区社協交流会 

６.買い物支援事業のモデル実施（移動手段が限られる周辺地域に 

                おける生活支援） 

７.市民後見講演会の開催（法人後見事業に向けての啓発） 

８.地域食堂に関する調査（全世代を対象にした居場所づくり）  

 

② 生活困窮者自立支援事業 

   

  生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援していく為に、

本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援を実施する 

１.自立相談支援事業（ひた生活支援相談センターの設置）市役所内  

２.家計相談支援事業（家計相談日を毎週火・金曜日開催） 

３.「フードバンクおおいた」と連携した緊急食糧支援 

 

③ 貸付金事業 １.緊急援護資金貸付金事業  

 緊急かつ一時的に生活費等が不足している方を対象に、少額の資 

金貸付を行う。 

２.社会福祉貸付金事業       (市福祉事務所取扱い) 

３.法外援護資金貸付金事業 （償還事務のみ） 
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事 業 名 説      明 

④ 生活福祉資金貸付事業 

 

一時的な生活困窮者、低所得・障がい・高齢者世帯等に対して、生活

支援に関する資金の貸付を行う。 

１.生活福祉資金の相談及び貸付事務  

 （大分県社会福祉協議会からの貸付事務委託） 

⑤ 各種相談事業 

 

             

 

             

 日常生活の様々な相談に応じ、助言や他の機関への紹介を行う。 

１.心配ごと相談（本所 週１回・各支所 年数回） 

２.弁護士による無料法律相談（本所） 毎月１回 

３.障害年金無料相談（年３回、相談員：年金アドバイザー） 

⑥ 共同募金事業 

 

 

 

 

共同募金運動を通じて、地域福祉活動の充実を図る。 

受配希望団体の公募による効果的な募金の配分に取り組む。 

１.共同募金委員会、共同募金審査委員会の運営 

歳末たすけあい事業 

１.歳末たすけあいチャリティーショー 12/2(土) 

  会場：パトリア日田、大山文化センター 

２.街頭募金(共同募金 10月～12月・歳末たすけあい募金 12月) 

 

⑦ 広報事業 

 

 

 

           新 

 地域福祉の啓発と社会福祉協議会への理解と協力を求める。 

１.広報紙「社協だより」 (年６回奇数月発行)  

２.ホームページの管理・運用 

３.ホームページコンテンツの追加（フェイスブック） 

 

⑧ 市民健康福祉まつり  市民健康福祉まつりを開催し福祉の啓発推進を図り、併せて福祉活動

に対する協力者及び寄付者に対して感謝の意を表する。 

会場：パトリア日田、中央公園他  10/8(日) 

⑨ レクリエーション用具等

の貸出 

ミニデイサービス等の福祉活動を支援するために、レクリエーション

用具等の貸出を行い、対象者の参加促進と事業の活性化を図る。  
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事 業 名 説      明 

⑩ ボランティア・市民活動

センター事業 

            

            

            

            新 

                     新 

 ボランティア活動に対する市民の関心を高め、ボランティア活動への

参加や情報提供の機会の拡大を図る。 

１.日田市ボランティア連絡協議会との連携 

２.災害ボランティアセンター設置運営訓練  

３.ボランティアセンター運営委員会の開催 

４.ボランティア養成講座 

５.既存ボランティアの活動場所の発掘 

                  

⑪ ボランティア教育 

 

            新 

            新  

１.福祉体験教室（小・中・高生） 

２.ボランティア協力校の指定と支援（小・中・高生） 

３.ボランティア協力校連絡会の設置（事業内容の提案、事例発表など） 

４.福祉職場の魅力の発信（福祉体験教室や広報等を通じて、福祉職に 

             対するイメージアップを図る） 

⑫ 地域生活支援事業  障がいをお持ちの方が社会参加しやすい環境をつくる 

１.障がい者社会参加促進事業 

(1)手話講習会の開催 （本所） 

(2)点字講座の開催  （本所） 

(3)障害者スポーツ教室等の開催 

(4)点字広報・声の広報発行事業 

２.障がい児長期休暇生活サポート事業 

⑬ 福祉人材バンク・高齢者

無料職業紹介事業 
 福祉の仕事を求める方と求人事業者との間に立ち、職業を斡旋し、福

祉人材の確保を推進する。また、高齢者の職業斡旋を無料で行う。 

１.求職者の登録、就職斡旋（福祉人材情報システムの運用）  

２.福祉職場への就職支援講習会、就職フェアの開催 

⑭その他 

             
１.福祉用具貸与事業 

２.身に付けよう運動習慣塾（介護予防の教室） 

  （１０回コース×年３回） 
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Ⅲ．福祉サービス利用援助と権利擁護事業（福祉サービス利用支援部門） 

   日常生活上の様々な課題を抱えている方々に対して権利擁護の充実を図るとともに、 

関係機関･団体との連携を深め、事業の円滑な推進を図ります。 

事 業 名 説      明 

① 日常生活自立支援事業 

（あんしんサポートセンタ

ー日田） 

 

 

 判断能力が低下した高齢者や知的障がい・精神障がいのある方に対し、

生活支援員が定期的に訪問し、安心して生活できるように以下の支援を 

行なう。 

１.日常的金銭管理 

２.福祉サービスの利用手続きなどの援助 

３.日常生活上の手続等の支援 

４.通帳や書類等の保管 

② 福祉サービス等の改善 

 

 

 本会が提供する福祉サービス等に対する利用者の声や視点を取入れ改 

善することにより、利用者の満足度を高めるとともに、サービスの質の 

確保を図る。 

１.福祉サービス等改善向上委員会の開催(随時) 

③ 地域包括支援センターブ

ランチ事業 
 

 

 

 周辺地域において、高齢者からの各種相談の対応、地域包括支援セン 

ターとの連絡・調整を行います。 

１.日田市地域包括支援センターブランチ「前津江」 

２.日田市地域包括支援センターブランチ「中津江」 

３.日田市地域包括支援センターブランチ「上津江」 

 

 

 

Ⅳ．介護保険等関連事業（在宅福祉サービス部門） 

   良質かつ適正な介護サービスの提供に努め、利用者満足度の向上を目指します。 

       

事 業 名 説      明 

① 介護保険事業 

 

 

 

１.居宅介護支援事業       (本所、中津江、大山、天瀬)  

２.訪問介護事業         (本所、上津江、大山はサテライト型) 

３.通所介護事業         (前津江、中津江、上津江、大山、天瀬) 

                *前津江、中津江、上津江は地域密着型 

４.福祉用具貸与(予防)事業      (本所のみ） 
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事 業 名 説      明 

② 介護予防・日常生活

支援総合事業 

 

 

１.介護予防ケアマネジメント事業(本所、中津江、大山、天瀬)  

２.訪問型サービス事業      (本所、上津江、大山はサテライト型) 

 ・基準訪問型サービス ・訪問型サービスＡ 

３.通所型サービス事業      (前津江、中津江、上津江、大山、天瀬) 

 ・基準通所型サービス  ・通所型サービスＡ 

４.生きがいサロン事業      (前津江、中･上津江、大山、天瀬) 

③ 障害福祉サービス事

業 

 

 

１.居宅介護事業        (本所、上津江、大山はサテライト型)  

２.重度訪問介護事業      (本所、上津江、大山はサテライト型)  

３.同行援護事業                (本所)  

４.生活介護･自立訓練（機能訓練･生活訓練） (天瀬)  

④ 障害地域支援事業 

  (市町村事業) 

１.外出サポート事業      (本所) 

⑤ その他の事業 １.外出支援サービス      (前津江) 

 

 

 

Ⅴ．施設管理運営事業（指定管理部門） 

    保育園、高齢者生活福祉センター、津江老人福祉センターの指定管理者として２年目を迎え 

  ます。指定管理者として、利用者に施設を安全かつ良好な環境で提供できるよう取組みます。 

事 業 名 説      明 

① 保育園運営事業 

    

１.日田市立まえつえ保育園 （小規模保育事業Ａ型） 

  ・定員数 3号 19人   

２.日田市立いずみこども園 （保育所型認定こども園） 

  ・定員数 1 号 5人 2号 20 人 3号 20人／計 45人 

３.日田市立ひばりこども園 （保育所型認定こども園） 

  ・定員数 1号 5人 2号 10 人 3号 10人／計 25人 

４.日田市立つ づ き保育園 （小規模保育事業Ａ型） 

  ・定員数 3号 19人 

 

※指定管理期間 平成 28年 4月 1 日～平成 33年 3月 31 日 
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Ⅵ．その他の部門 

 

事 業 名 説      明 

① 地域子育て支援事業  まえつえ保育園を拠点として、子育て相談指導や子育てサークルの育成・

支援地域の様々な子育て支援活動との交流事業 （日田市からの受託） 

② 納骨堂管理 日田市に住所を有する者が死亡した場合の納骨および無縁者の納骨管理 

(本所) 

③トレーニング指導及び

プール監視事業 

 

 日田市総合保健福祉センター内で、機器を使用したトレーニング指導及び

プールの監視。（日田市からの受託事業） 

  

 
 

事 業 名 説      明 

② 高齢者生活福祉セン

ター運営事業 
１.日田市前津江高齢者生活福祉センター（居住部門） 

２.日田市中津江高齢者生活福祉センター（居住部門） 

３.日田市上津江高齢者生活福祉センター（居住部門） 

※指定管理期間 平成 28年 4月 1 日～平成 33年 3月 31 日 

③ 老人福祉センター運

営事業 
１.日田市津江老人福祉センター   (中津江) 

※指定管理期間 平成 28年 4月 1 日～平成 33年 3月 31 日 


